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(57)【要約】
【課題】見栄えのよい撮影画像を簡単に得られ、ユーザ
にとって満足のいく合成編集画像を容易に提供できる写
真撮影編集装置を提供し、利用者の満足度を向上させる
。
【解決手段】撮影空間の一方に設けられた背景部材と、
前記撮影空間内の一以上の利用者を照明する利用者照明
手段と、前記撮影空間の他方に設けられて前記利用者と
前記背景部材とを撮影して撮影画像を取得する撮影手段
と、前記撮影画像を編集して編集画像を作成する編集手
段と、前記編集画像を出力可能な出力手段とを備えた写
真撮影編集装置であって、前記背景部材と前記撮影手段
との間の位置で前記撮影空間の床面に設置された撮影台
と、前記撮影台または該撮影台近傍に設けられて前記背
景部材を照明する背景照明手段とを備えた写真撮影編集
装置。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影空間の一方に設けられた背景部材と、
前記撮影空間内の一以上の利用者を照明する利用者照明手段と、
前記撮影空間の他方に設けられて前記利用者と前記背景部材とを撮影して撮影画像を取得
する撮影手段と、
前記撮影画像を編集して編集画像を作成する編集手段と、
前記編集画像を出力可能な出力手段とを備えた写真撮影編集装置であって、
前記背景部材と前記撮影手段との間の位置で前記撮影空間の床面に設置された撮影台と、
前記撮影台または該撮影台近傍に設けられて前記背景部材を照明する背景照明手段とを備
えた
写真撮影編集装置。
【請求項２】
　前記撮影台に内部中空の空洞部を設け、
前記背景照明手段を、
前記背景部材側から前記撮影手段側へ向かって光を照射する発光体と、
前記空洞部内面の前記撮影手段側に配置されて前記発光体の光を前記背景部材側へ反射す
る反射体とで構成した
請求項１記載の写真撮影編集装置。
【請求項３】
　前記撮影台を、高部と低部を撮影幅方向に配置した多段形状に形成し、
前記背景照明手段を少なくとも前記低部に設けた
請求項１または２記載の写真撮影編集装置。
【請求項４】
　前記撮影台の前記高部に、前記低部へ繋がる末広がりの傾斜面を設けた
請求項３記載の写真撮影編集装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば利用者を撮影して撮影画像を取得し、この撮影画像に編集許容して
編集画像を取得し、この編集画像を出力するような写真撮影編集装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の写真シール機は、娯楽（遊戯）施設等に設置され、被写体を撮影し、撮影で得た
撮影画像に編集（落書き）を行い、編集が施された編集画像もしくは撮影画像を写真シー
ル紙に印刷するという流れで一連のゲームが終了する。
【０００３】
　写真シール機は、友達である複数人のユーザ（利用者）に利用される傾向がある。そし
て、このようなユーザは、ゲームで出力されたシール紙を友達同士で切り分けあっている
。また、ユーザの好みは多種多様であり、多くのユーザが、ゲームの中で撮影に重点をお
いている。
【０００４】
　このようなユーザに対して撮影の面白さや満足度の高い撮影画像を提供するために、撮
影時に様々なポーズがとれる撮影台などが備わった写真撮影編集装置が提供されている（
特許文献１参照）。これにより、ユーザは、撮影台に座るポーズ、撮影台の背後に周って
立つ又はしゃがむポーズなど様々なポーズをとって撮影できる。そして、ユーザは、取得
した撮影画像に合成用画像を合成させた合成編集画像を得ることができる。
【０００５】
　また、撮影台の影響によりクロマキー合成が不自然となる撮影画像の背景における明る
い部分と暗い部分をなくすために、異なるクロマキー設定処理やそれらの境目を目立たな
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くぼかし処理などを行う写真シール作成装置がある（特許文献２参照）。これにより、合
成用画像と被写体の撮影画像が合成された合成編集画像が自然で見栄えのよい満足のいく
撮影画像を提供できるとされている。
【特許文献１】特開２００７－１６３９４８号公報
【特許文献２】特開２００７－２６７２６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上述した従来の写真撮影編集装置は、ユーザの正面側もしくは天井側からのス
トロボ光の照射に対して撮影台自体が遮蔽物となる。そして、この写真撮影編集装置は、
合成クロマキー用の背景カーテンと撮影台との間に空間があるために、撮影台の影やユー
ザの影ができ、この影が背景カーテンにうつり込んでしまう。このため、影が写りこんだ
部分だけ暗い色合いの画像となり、クロマキー処理が上手くできず見栄えの悪い合成編集
画像になる場合がある。
【０００７】
　また、上述した従来の写真シール作成装置は、このようなクロマキー処理の問題を補っ
て従来の写真撮影編集装置よりも見栄えのよい撮影画像を提供するように開発されたが、
合成編集画像ごとに処理を行うため、処理に負荷がかかるという問題点がある。
【０００８】
　この発明は、上述の問題点に鑑み、見栄えのよい撮影画像を簡単に得られ、ユーザにと
って満足のいく合成編集画像を容易に提供できる写真撮影編集装置を提供し、利用者の満
足度を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明は、撮影空間の一方に設けられた背景部材と、前記撮影空間内の一以上の利用
者を照明する利用者照明手段と、前記撮影空間の他方に設けられて前記利用者と前記背景
部材とを撮影して撮影画像を取得する撮影手段と、前記撮影画像を編集して編集画像を作
成する編集手段と、前記編集画像を出力可能な出力手段とを備えた写真撮影編集装置であ
って、前記背景部材と前記撮影手段との間の位置で前記撮影空間の床面に設置された撮影
台と、前記撮影台または該撮影台近傍に設けられて前記背景部材を照明する背景照明手段
とを備えた写真撮影編集装置であることを特徴とする。
【００１０】
　前記撮影空間は、撮影用に利用者に提供する空間を指し、前記撮影手段で撮影可能な範
囲の空間、又は、背景部材や出入り口部材等の周景部材で囲繞（若しくは略囲繞）した空
間で構成することができる。
【００１１】
　前記背景部材は、背景カーテン、背景板など、背景を構成する部材で構成することがで
きる。この背景部材は、例えば背景板の表面を単色のクロマキーシートで覆う、あるいは
単色のクロマキーシートで構成することができる。
【００１２】
　前記利用者照明手段は、ストロボ発光するストロボ照明装置、又は／及び、蛍光灯や白
熱灯等の連続照明装置で構成することができ、利用者を照明することができる。　
　前記撮影手段は、デジタルカメラ又はデジタルビデオカメラで構成することができる。
【００１３】
　前記編集手段は、利用者にタッチペン又は指でタッチされた座標を取得するタッチパネ
ルやマウス等のポインティングデバイス（座標入力手段）で構成することができる。
【００１４】
　前記出力手段は、インクジェットプリンタ、昇華型熱転写プリンタや溶融型熱転写プリ
ンタ等の熱転写プリンタ、又はレーザプリンタ等、モノトーン、セピア（ｓｅｐｉａ）ト
ーン又はカラー等で印刷媒体に画像を印刷する印刷手段、画像データを送信する通信手段
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、又は画像データを記憶媒体に書き込む記憶媒体リーダ／ライタで構成することができる
。前記印刷媒体は、印刷可能層の裏側に粘着層を備えたシール紙（シール媒体）等、貼付
可能媒体で構成することができる。
【００１５】
　前記床面は、アミューズメント施設や商業施設などの各種施設の床面、あるいは野外の
地面または床板など、写真撮影編集装置が設置された面とすることができる。　
　前記撮影台は、撮影に用いる台で構成することができ、前記床面に直接設置する、ある
いは床面に適宜の台やステージを設けてこの上に設置することができる。
【００１６】
　前記背景照明手段は、ストロボ発光するストロボ発光体、又は蛍光灯や白熱灯といった
連続発光体等の発光体を有する構成とすることができ、背景部材を照明することができる
。
【００１７】
　また、前記背景照明手段は、前記撮影台に装着する、撮影台の内側に設ける、撮影台の
背景部材側の近傍位置に設ける、撮影台の側方位置に設ける、あるいは、撮影台を適宜の
ステージで底上げして該撮影台の直下または下方周辺で該ステージ内に埋設した位置に設
けるなど、適宜の位置に設けることができる。
【００１８】
　この発明により、見栄えのよい撮影画像を簡単に得られ、ユーザにとって満足のいく合
成編集画像を容易に提供することができる。
【００１９】
　この発明の態様として、前記撮影台に内部中空の空洞部を設け、前記背景照明手段を、
前記背景部材側から前記撮影手段側へ向かって光を照射する発光体と、前記空洞部内面の
前記撮影手段側に配置されて前記発光体の光を前記背景部材側へ反射する反射体とで構成
することができる。
【００２０】
　前記反射体は、板またはシートなど適宜の素材で構成することができ、表面を白色面、
金属面、または鏡面として光を反射することができる。　
　この態様により、光の反射を利用して発光体から背景部材までの光の経路を長くでき、
１つの発光体の光で照明できる範囲を直接光で照明する場合よりも広くできる。
【００２１】
　またこの発明の態様として、前記撮影台を、高部と低部を撮影幅方向に配置した多段形
状に形成し、前記背景照明手段を少なくとも前記低部に設けることができる。
【００２２】
　前記撮影幅方向は、前記撮影手段から見た左右方向とすることができる。　
　前記多段形状は、例えば撮影幅方向中央に高部を設けてその左右に低部を設ける、ある
いは撮影幅方向の左右一方に低部を設けて残りを高部とするなど、高部と低部が撮影幅方
向に並ぶ適宜の形状に形成することができる。
【００２３】
　この態様により、背景部材の中でも利用者照明手段による照明が最も届きにくい下部の
うち、撮影画像に写る部分をしっかり照明することができる。また、撮影画像の左右方向
に高部と低部が並ぶ状態に撮影することができる。
【００２４】
　またこの発明の態様として、前記撮影台の前記高部に、前記低部へ繋がる末広がりの傾
斜面を設けることができる。　
　これにより、利用者が撮影空間内で低部を跨いで撮影台の前後に移動することが容易に
なる。また、撮影台の高部の背景部材側で利用者がしゃがむ等してポーズを取った場合に
、利用者の足や腰が撮影台の高部からはみ出すことを防止できる。
【発明の効果】
【００２５】
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　この発明により、見栄えのよい撮影画像を簡単に得られ、ユーザにとって満足のいく合
成編集画像を容易に提供できる写真撮影編集装置を提供し、利用者の満足度を向上させる
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　この発明の一実施形態を以下図面と共に説明する。　
　図１は前方から見た写真シール作成機１の斜視図を示し、図２は後方から見た写真シー
ル作成機１の斜視図を示し、図３は、撮影筐体３の正面図を示し、図４は撮影台２２およ
び背景カーテン８のカメラ２５側から見た正面図を示し、図５は撮影台２２の説明図を示
し、図６は背景照明装置２３ｉの説明図を示し、図７は天井照明装置２３ｈの斜視図を示
し、図８は全体筐体２の縦断側面図を示す。
【００２７】
　写真シール作成機１は、全体が略直方体形状の全体筐体２内に主に撮影筐体３と撮影空
間５と背景カーテン８とが設けられ、全体筐体２の撮影筐体３側に隣接して編集筐体４が
設けられている。
【００２８】
　全体筐体２内には、図８に示すように撮影空間５（５ａ，５ｂ，５ｃ）を挟んで一方に
背景カーテン８が設けられ、他方にカメラ２５を有する撮影筐体３が設けられて、これら
の間の床面に撮影台２２が設けられている。撮影筐体３の前面から背景カーテン８までの
距離は、ユーザ（利用者）が頭から足先まで撮影できる全身撮影をするために十分な長さ
に設定されている。
【００２９】
　背景カーテン８は、クロマキー合成に適したクロマキーシートで構成されている。この
クロマキーシートは、例えば緑色や水色などのクロマキー合成に適した色に形成されてい
る。なお、背景カーテン８は、カーテンに限らず、平状の板で構成するなど、適宜の背景
部材で構成できる。この場合、背景部材は、表面をクロマキーシートで覆うことが好まし
い。
【００３０】
　図１に示すように、全体筐体２の両側面は、撮影空間５の側方中央に出入り口９が設け
られ、該出入り口９以外が平板により囲繞されている。なお、出入り口９には、図示省略
するカーテンを吊り下げてもよい。
【００３１】
　全体筐体２内の撮影空間５上方位置には、撮影空間５を上から照明する天井照明装置２
３ｈが設けられている。　
　全体筐体２の図示右側には、撮影筐体３の背面に接続した編集筐体４が設けられている
。この編集筐体４は、左右両側の各傾斜面に、１つのタブレット内蔵モニタ３１と２つの
タッチペンとが、それぞれ設けられている。
【００３２】
　また編集筐体４は、左右両側のタブレット内蔵モニタ３１の上方位置に編集部照明装置
４２がそれぞれ設けられている。また編集筐体４は、前記撮影筐体３と反対側の面（図２
の右側）に、写真シールシートを排出するシール排出口３９が設けられている。
【００３３】
　全体筐体２内の編集筐体４の左右両横には、編集空間６（６Ａ，６Ｂ）がそれぞれ設け
られている。従って、ユーザは編集空間６でタッチペンを用いてタブレット内蔵モニタ３
１をタッチし、画像編集を行うことができる。
【００３４】
　図３に示すように、撮影筐体３は、正面中央に設けられたカメラ２５と、カメラ２５の
直下に設けられたライブビューモニタ２６と、カメラ２５およびライブビューモニタ２６
の周囲（上下左右）に配置された複数の照明装置２３ａ～２３ｇとで主に構成されている
。
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【００３５】
　また、上記照明装置２３ａ～２３ｇ以外にも、全体筐体２内には、天井照明装置２３ｈ
（図１参照）、および背景照明装置２３ｉ（図５参照）が設けられている。
【００３６】
　照明装置２３は、撮影筐体３の左上に配置された左上照明装置２３ａ、撮影筐体３の中
央上に配置された中央上照明装置２３ｂ、撮影筐体３の右上に配置された右上照明装置２
３ｃ、撮影筐体３の左横に配置された左照明装置２３ｄ、撮影筐体３のカメラ２５の直上
に配置された顔照明装置２３ｅ、撮影筐体３の右横に配置された右照明装置２３ｆ、撮影
筐体３のライブビューモニタ２６の下方位置に配置された下照明装置２３ｇ、撮影空間５
の天井に配置された天井照明装置２３ｈ（図１参照）、および、撮影台２２に設けられた
背景照明装置２３ｉ（図５参照）で構成されている。
【００３７】
　このうち、左上照明装置２３ａ、中央上照明装置２３ｂ、右上照明装置２３ｃ、左照明
装置２３ｄ、顔照明装置２３ｅ、右照明装置２３ｆ、および下照明装置２３ｇは、図３に
示すように撮影筐体３に設けられ、乳白色の半透明素材で略半球状に形成された球面拡散
板の内側に、ストロボ照明装置と、該ストロボ照明装置の直接光を近接位置で拡散する乳
白色の半透明素材で板状に形成された平面拡散板とで構成されている。これらの左上照明
装置２３ａ、中央上照明装置２３ｂ、右上照明装置２３ｃ、左照明装置２３ｄ、顔照明装
置２３ｅ、右照明装置２３ｆ、および下照明装置２３ｇは、撮影空間５内のユーザを上下
左右から面光で全体的に照明する。
【００３８】
　撮影筐体３は、左照明装置２３ｄおよび右照明装置２３ｆの下方位置にそれぞれ棚が形
成されており、左の棚の上に荷物置き場７ａが設けられ、右側の棚の上にタッチパネルモ
ニタ２７が設けられている。また、下照明装置２３ｇの下方位置には荷物置き場７ｂが設
けられている。なお、荷物置き場７ｂの位置に、別途の照明装置を設置しても良い。
【００３９】
　タッチパネルモニタ２７は、表示手段として画像を表示すると共に、入力手段として指
で触られた座標位置を取得するものである。このタッチパネルモニタ２７は、撮影コース
の選択入力、撮影に関する操作や進行の案内などを行う。
【００４０】
　タッチパネルモニタ２７の下方位置、すなわち右の棚の下方位置には、硬貨の投入を受
け付ける硬貨投入口２１ａが設けられている。
【００４１】
　図４に示すように、撮影台２２は、撮影空間５の横幅全体に渡って設置されており、全
体がクロマキーシートで覆われている。なお、クロマキーシートで覆う範囲は、少なくと
もカメラ２５で撮影した撮影画像に写りこむ範囲とすることが好ましく、この実施例では
少なくとも正面（カメラ２５側面）および上面を覆うことが好ましい。
【００４２】
　この撮影台２２は、幅方向中央部分に高部２２ｂを有し、その左右に低部２２ａ，２２
ｃを有している。　
　高部２２ｂは、平均身長の女子高生が足を少し前に出して伸ばした状態で２人腰掛けら
れる程度の幅および高さに形成されている。
【００４３】
　図５（Ａ）の背面側からみた斜視図に示すように、この高部２２ｂは、内部中空で背景
カーテン８側の面が開放された箱型に形成されて空洞部２２ｆが設けられている。これに
より、ユーザが背景カーテン８側から高部２２ｂの中に膝や足を入れられるようになって
おり、ユーザがしゃがむ等の種々のポーズをとりやすくするために空間を確保している。
【００４４】
　この高部２２ｂは、左右両側面に傾斜面２２ｓが設けられて略台形状に形成されている
。高部２２ｂと低部２２ａ，２２ｃは、ほとんど隙間を空けないように連結されている。
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これにより、不要な影が撮影画像に写りこむことを防止している。
【００４５】
　図５（Ｂ）の側面図に示すように、撮影台２２の厚みは一定であり、カメラ２５側に撮
影空間５ｂが形成され、背景カーテン８側に撮影空間５ｃが形成されている。撮影空間５
ｂのさらにカメラ２５側には、撮影空間５ａが設けられている。この撮影空間５ａは床面
であり、撮影空間５ｂ，５ｃは、該床面よりも少し高いステージ５１，５２の上方に形成
されている。
【００４６】
　撮影台２２の低部２２ａ，２２ｃは、背景照明装置２３ｉが内蔵されている。この低部
２２ａ，２２ｃは、平均身長の女子高生が簡単にまたいで撮影台２２の背景カーテン８側
へ移動できる程度の高さ、横幅（撮影幅方向の長さ）および厚み（撮影方向の長さ）に形
成されている。
【００４７】
　撮影台２２の低部２２ａ，２２ｃは、いずれも箱状に形成されて内部に中空の空洞部２
２ｅが設けられている。この空洞部２２ｅの背景カーテン８側には、乳白色の拡散板２３
４が設けられている。この拡散板２３４は、乳白色のアクリル板で構成されているが、こ
れに限らず、乳白色のシート、あるいはすりガラスなど、光を拡散する適宜の拡散体で構
成するとよい。
【００４８】
　空洞部２２ｅは、拡散板２３４が設けられている面以外の面が不透明で光を透過しない
ように形成されており、拡散板２３４の部分のみ半透明で光を拡散透過するように形成さ
れている。
【００４９】
　空洞部２２ｅ内の背景カーテン８側には、拡散板２３４に近接または接触してストロボ
照明装置２３１ｉが配置されている。このストロボ照明装置２３１ｉは、カメラ２５へ向
けて光を照射するように配置されている。
【００５０】
　また、空洞部２２ｅの内面のカメラ２５側には、ストロボ照明装置２３１ｉから照射さ
れた光を背景カーテン８へ向けて反射する反射板２３２が設けられている。このストロボ
照明装置２３１ｉと反射板２３２と拡散板２３４とで背景照明装置２３ｉが構成されてい
る。
【００５１】
　背景照明装置２３ｉは、この構成により、図６の説明図に示すように、背景カーテン８
の下方の広い範囲Ｌ２にわたって照明することができる。すなわち、仮にストロボ照明装
置２３１ｉから直接光により背景カーテン８を照明すれば、照明できる範囲が狭い範囲Ｌ
１となる。これに対し、ストロボ照明装置２３１ｉからの光を反対方向であるカメラ２５
へ向け、これを反射板２３２で反射した反射光によって照明することで、光源であるスト
ロボ照明装置２３１ｉから背景カーテン８までの光の経路が長くなる。これにより、光が
十分拡散することができ、図に点線で示す仮想ストロボ照明装置２３１ｍの位置から直接
光で照明するのと同様の照明範囲を得ることができる。よって、照明範囲の広い背景照明
装置２３ｉをコンパクトに形成できる。
【００５２】
　図７に示すように、天井照明装置２３ｈには、２つの蛍光灯照明装置２３３と、３つの
ストロボ照明装置２３１ａ，２３１ｂを備えている。ストロボ照明装置２３１ａは、左右
方向中央位置で天井照明装置２３ｈのカメラ２５側に設けられ、背景カーテン８側へ向か
って略水平に光を照射する。２つのストロボ照明装置２３１ｂは、左右両方にそれぞれ配
設され、背景カーテン８側へ斜め下方へ向かって光を照射するように設けられている。天
井照明装置２３ｈの下方面には、乳白色の拡散板が設けられている。
【００５３】
　これにより、図８の縦断右側面図に示すように、天井照明装置２３ｈから斜め後方、真
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下、および斜め前方に対して光を照射できる。このため、カメラ２５に近づいて撮影空間
５ａに立って撮影するユーザと、撮影台２２のカメラ２５側の撮影空間５ｂに立って撮影
するユーザと、カメラ２５から離れて撮影台２２の背景カーテン８側の撮影空間５ｃに立
って撮影するユーザをいずれも美しく撮ることができる。　
　背景照明装置２３ｉは、背景照明装置より背景カーテン側に立つユーザの足元および背
景カーテン８の下方部分を明るく照明することができる。
【００５４】
　図９は、写真シール作成機１のブロック図を示す。　
　写真シール作成機１は、制御装置１２に接続して、記憶部１１、通信部１３、ドライブ
１４、ＲＯＭ１６、ＲＡＭ１７、撮影部２０、編集部３０、およびプリンタ３８が設けら
れている。
【００５５】
　記憶部１１は、ハードディスクなどの記憶装置で構成されている。この記憶部１１は、
編集処理に使用する編集ツールのデータ、照明設定データ、撮影コースのデータ、事後接
客処理のデータ、およびプレイ時間設定データなどの各種データを記憶しており、制御装
置１２による設定情報の読み込みおよび保存を許容する。
【００５６】
　通信部１３は、インターネットなどの通信網を介してサーバ等の適宜の装置と通信する
ＬＡＮカード等の通信装置で構成されている。この通信部１３は、制御装置１２の制御信
号に従って、撮影画像や編集画像をサーバのデータベースに登録する、あるいはユーザの
メールアドレスへ撮影画像や編集画像を送信するといった動作を行う。
【００５７】
　ドライブ１４は、携帯型の不揮発性メモリやＵＳＢメモリといったリムーバブルメディ
ア１５に対してデータの読み書きを行うドライブ装置で構成されている。このドライブ１
４は、制御装置１２の制御信号に従って、撮影画像や編集画像をユーザの所有するリムー
バブルメディア１５に書き込み、またリムーバブルメディア１５に記憶されている撮影画
像や編集画像、あるいは編集用アイテムといったデータを読取る。
【００５８】
　ＲＯＭ１６は、写真シール作成機１で実行するゲームのプログラムやメンテナンス用の
プログラムなど、各種プログラムやデータを記憶している。ゲームのプログラムには、撮
影コースに応じて照明設定や編集ツールを切り替えるプログラムや事後接客のプログラム
が含まれている。　
　ＲＡＭ１７は、制御装置１２によって一時記憶領域として使用される。
【００５９】
　撮影部２０は、硬貨処理部２１、照明装置２３、カメラ２５、ライブビューモニタ２６
、タッチパネルモニタ２７、およびスピーカ２８といったように、撮影空間５側に配置さ
れた各種装置で構成されている。
【００６０】
　硬貨処理部２１は、硬貨投入口２１ａ（図３参照）から投入された硬貨の投入金額が１
ゲーム（貨幣投入から写真シール排出まで）に必要な金額以上であれば、起動信号を制御
装置１２に送信する。
【００６１】
　照明装置２３は、制御装置１２から受信した照明制御信号に従い、上述した各照明装置
２３（２３ａ～２３ｉ）のストロボ照明装置から閃光を照射する。　
　カメラ２５は、制御装置１２から受信したシャッタ信号に従って撮影を実行し、取得し
た撮影画像や動画映像の画像データを制御装置１２に送信する。
【００６２】
　ライブビューモニタ２６は、制御装置１２から受信したＲＧＢ信号に従って、撮影前の
確認用にカメラ２５で撮影している動画映像をリアルタイムでライブビュー表示し、また
撮影により取得した撮影画像を静止画表示するといった表示を実行する。このライブビュ
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ーモニタ２６は、カメラ２５から動画映像のデータを直接受け取ってリアルタイムに表示
する構成にしてもよい。
【００６３】
　タッチパネルモニタ２７は、制御装置１２からＲＧＢ信号を受信し、撮影コースの選択
画面の表示、撮影の際のポーズの案内、および撮影タイミングのカウントダウンなど、撮
影に必要な情報を表示する。また、ユーザにタッチ入力された座標信号を制御装置１２に
送信する。
【００６４】
　スピーカ２８は、制御装置１２の音声信号に従って、撮影のシャッタタイミングを知ら
せるカウントダウンや、編集空間６（６Ａ，６Ｂ）への移動を促す移動案内などを音声に
よりアナウンスする。
【００６５】
　編集部３０は、タブレット内蔵モニタ３１、タッチペン３４、スピーカ３５、および硬
貨処理部３６で構成されている。　
　タブレット内蔵モニタ３１は、表示手段として画像を表示する編集用モニタ３２、およ
び入力手段としてタッチ入力を検知するタブレット３３により構成されている。このタブ
レット内蔵モニタ３１の編集用モニタ３２は、制御装置１２から受信するＲＧＢ信号に従
って、撮影画像のサムネイル画像、フリーハンドペンや塗りつぶしツールやスタンプツー
ルや背景ツールといった編集ツール、および編集中の編集画像など、編集に必要な画像を
表示する。また、タブレット内蔵モニタ３１のタブレット３３は、タッチペン３４によっ
てユーザにタッチ入力された座標を入力信号として制御装置１２に送信する。
【００６６】
　スピーカ３５は、制御装置１２からの音声信号に従って、編集許容する残り時間や編集
操作の説明などを音声によりアナウンスする。　
　硬貨処理部３６は、硬貨投入口３７（図１参照）から投入された硬貨の投入金額が追加
印刷に必要な金額以上であれば、起動信号を制御装置１２に送信する。　
　プリンタ３８は、制御装置１２から受信する印刷データを、シール紙ユニット４０に備
えられているシール紙４１に印刷する。
【００６７】
　図１０は、写真シール作成機１の制御装置１２が実行するゲーム処理のフローチャート
を示し、図１１は編集画像の仕上がりを説明する説明図を示す。　
　制御装置１２は、ゲーム料金分の硬貨の投入を硬貨処理部２１で確認するまで待機する
（ステップＳ１：ＮＯ）。ゲーム料金分の貨幣が投入されると（ステップＳ１：ＹＥＳ）
、制御装置１２は、撮影処理を実行する（ステップＳ２）。
【００６８】
　この撮影処理の際、制御装置１２は、カメラ２５で取得している動画映像をライブビュ
ーモニタ２６にリアルタイム表示してユーザにポーズをとらせる。このとき、ユーザは、
撮影台２２を利用して様々なポーズを取ることができる。またこのとき、制御装置１２は
、ユーザに選択させた撮影コースに応じて、合成用背景画像や合成用前景画像などの合成
用画像と撮影中の動画像を合成した合成動画像をライブビューモニタ２６に表示する。こ
れにより、ユーザは、仕上がりイメージを確認しながら撮影台２２をうまく利用してポー
ズを取ることができる。
【００６９】
　なお、前記合成用画像に関して、制御装置１２は、撮影コースに合った合成用画像を用
いるか、撮影開始前に複数種類の合成用画像を選択可能にタッチパネルモニタ２７に表示
して利用者に選択させる。
【００７０】
　制御装置１２は、タッチパネルモニタ２７の表示とスピーカ２８による音声でカウント
ダウンを行い、このカウントダウンの終了タイミングで照明装置２３に照明制御信号を送
信すると共にカメラ２５にシャッタ信号を送信する。
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【００７１】
　これにより、各照明装置２３から閃光を照射し、この閃光により照明されたユーザ、背
景カーテン８、および撮影台２２が写っている撮影画像をカメラ２５により取得する。な
お、撮影処理を複数回繰り返して複数枚の撮影画像を取得する構成にすることが好ましい
。
【００７２】
　このとき撮影できる撮影画像は、背景照明装置２３ｉの照明効果により、図１１（Ｂ）
に示すように、撮影台２２による影が生じないあるいは非常に少ない状態の画像となる。
【００７３】
　すなわち、背景照明装置２３ｉによる背景カーテン８の照明がない場合、図１１（Ａ）
に示すように、背景カーテン８の下方部分が、撮影台２２の影Ｓとなって暗く写る。特に
、撮影筐体３に設けられた左上照明装置２３ａ、中央上照明装置２３ｂ、右上照明装置２
３ｃ、左照明装置２３ｄ、顔照明装置２３ｅ、右照明装置２３ｆ、下照明装置２３ｇ、お
よび天井照明装置２３ｈからの照明光は、低部２２ａ，２２ｃの背景カーテン８側に届き
づらく、背景カーテン８における低部２２ａ，２２ｃの周辺部分が暗くなる。
【００７４】
　これに対し、背景照明装置２３ｉが撮影台２２の後方から背景カーテン８を照明するた
め、このような影Ｓが生じることを防止できる。この効果は、撮影台２２の低部２２ａ，
２２ｃのカメラ２５側にユーザが存在して撮影するような場合に顕著に現れる。
【００７５】
　また、制御装置１２は、取得した撮影画像からクロマキーシート（背景カーテン８およ
び撮影台２２）が写っている部分を切り落としてユーザ部分を取出し、このユーザ部分の
画像を選択された合成用背景画像の上に重ねるクロマキー合成を行って合成編集画像を作
成する。このようなクロマキー合成を行うことで、図１１（Ｃ）に示すように、撮影時の
ポーズにあった合成編集画像を作成することができる。また、上述したように撮影台２２
による影Ｓが生じないように撮影画像を取得しているため、撮影画像と合成用背景画像の
クロマキー合成でユーザ部分を撮影画像から切り取る際に、背景カーテン８の一部（特に
低部２２ａ，２２ｃの周辺）が残って合成編集画像の見栄えが悪くなることを防止できる
。
【００７６】
　制御装置１２は、タッチパネルモニタ２７の表示およびスピーカ２８の音声出力により
、編集空間６Ａ，６Ｂのいずれか一方にユーザを移動させる移動案内を行う（ステップＳ
３）。
【００７７】
　制御装置１２は、ユーザを案内した編集空間６のタブレット内蔵モニタ３１により編集
処理を実行する（ステップＳ４）。この編集処理で、制御装置１２は、前記ステップＳ２
で作成した合成編集画像をタブレット内蔵モニタ３１に表示し、この合成編集画像に対し
て利用者がタッチペン３４でアイコン画像や線画像などを描くことを許容し、編集画像を
作成する。
【００７８】
　なお、この編集処理では、撮影処理の際にユーザに選択された撮影コースに従った編集
ツールを選択可能に表示する。これにより、撮影から編集、印刷まで統一感のある処理を
実現している。
【００７９】
　編集処理が終了すると、制御装置１２は、編集画像をシール紙４１に印刷する印刷処理
を実行する（ステップＳ５）。詳述すると、制御装置１２は、タブレット内蔵モニタ３１
でユーザに印刷レイアウトを選択させ、選択された印刷レイアウトに編集画像を配置して
印刷用画像を作成し、この印刷用画像をシール紙４１に印刷する。
【００８０】
　タブレット内蔵モニタ３１横の硬貨投入口３７から追加印刷用の硬貨が投入されれば（
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ステップＳ６：Ｙｅｓ）、制御装置１２は、追加印刷処理を実行する（ステップＳ７）。
この追加印刷処理は、ステップＳ５と同一の写真シールを追加印刷する、あるいは、ステ
ップＳ５と異なる写真シールを追加印刷するなど、適宜の印刷とすることができる。
【００８１】
　ステップＳ６で追加印刷用硬貨が投入されなかったか（ステップＳ６：Ｎｏ）、ステッ
プＳ７の追加印刷処理が終了すれば、制御装置１２は、タブレット内蔵モニタ３１により
事後接客処理を実行する（ステップＳ８）。この事後接客処理は、撮影画像または編集画
像を任意の携帯端末に送信するゲームや、アンケート入力や、ミニゲームなど、適宜の接
客処理を実行すると良い。
【００８２】
　事後接客処理が終了すると、制御装置１２は、タブレット内蔵モニタ３１の表示および
スピーカ３５の音声出力により、ユーザをシール排出口３９の前まで移動させる移動案内
を行う（ステップＳ９）。
【００８３】
　制御装置１２は、印刷完了したシール紙をシール排出口３９から排出し（ステップＳ１
０）、ユーザに写真シールシートを提供してゲームを終了する。このようにして、写真シ
ール作成機１によりユーザの写真を撮影し編集して編集画像を出力する写真撮影編集方法
を実施することができる。
【００８４】
　以上の構成および動作により、写真シール作成機１は、見栄えのよい撮影画像を簡単に
得ることができ、ユーザにとって満足のいく合成編集画像を容易に提供でき、ユーザの満
足度を向上させることができる。
【００８５】
　特に、写真シール作成機１は、従来であれば光が届きづらかった背景カーテン８の下端
近傍を近距離から十分に照明することができるため、撮影台２２を含めて撮影空間５全域
に均一な光がいきわたり、不必要な明暗のない撮影画像を得ることができる。
【００８６】
　また、撮影台２２に背景照明装置２３ｉを設けたことにより、写真シール作成機１を設
置するゲームセンタと利用者の相反する要望に応えることができる。詳述すると、写真シ
ール作成機１を設置するゲームセンタは、写真シール作成機１の小型化を求める。一方、
写真シール作成機１の利用者は、大人数で利用できる写真シール作成機１を求める。仮に
、利用者の要望する大人数利用のために背景カーテン８を背面から照らす照明を背景カー
テン８の後方に設けると、背景カーテン８の後方スペースを広くとる必要があり、写真シ
ール作成機が大型になる。このため、ゲームセンタの要望に沿えないことになる。しかも
、背景からの照明は、利用者の足元を照射できないため、足元が暗く写るという問題もあ
る。これに対し、上述した写真シール作成機１は、撮影台２２に背景照明装置２３ｉを設
けたことにより、背景照明装置２３ｉ用の別途のスペースを必要とせず、写真シール作成
機１を小型化できると共に、利用者の足元も含めて背景カーテン８側を明るく照明できる
ため、大人数での撮影で全体に十分な光を行き渡らせることができる。
【００８７】
　また写真シール作成機１は、撮影台２２の低部２２ａ，２２ｃにストロボ照明装置２３
１ｉが設けられているため、撮影台２２によって背景カーテン８に影が写ることを防止す
ることができる。特に、低部２２ａ，２２ｃのストロボ照明装置２３１ｉは、他の照明装
置２３ａ～２３ｈよりも背景カーテン８に近いため、近距離から照明光を照射でき、撮影
空間５ｃにユーザが立っていても背景カーテン８の下部を十分な明るさで照明することが
できる。
【００８８】
　また、低部２２ａ，２２ｃの内部に反射板２３２が設けられ、ストロボ照明装置２３１
ｉからの照明光を反射して背景カーテン８を照明するため、ストロボ照明装置２３１ｉは
、低部２２ａ，２２ｃの撮影方向（図５の図示左右方向）の厚みをそれほど厚くすること
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なく、背景カーテン８に対して広範囲に照明光を照射することができる。
【００８９】
　また、ストロボ照明装置２３１ｉは、低部２２ａ，２２ｃの背景カーテン８側の面に拡
散板２３４が設けられているため、照明光をさらに広範囲に照射することができる。
【００９０】
　また、低部２２ａ，２２ｃは、背景カーテン８側の面を除いて光を透過しない板材で形
成されているため、ストロボ照明装置２３１ｉが放つカメラ２５へ向けた光をカメラ２５
に直接入光させることを防止でき、撮影に悪影響を与えずに良好な撮影を実現できる。
【００９１】
　また、撮影台２２は、高部２２ｂの側面に傾斜面２２ｓが設けられているため、ユーザ
が低部２２ａ，２２ｃをまたいで撮影空間５ｂから撮影空間５ｃへ移動する際の腰辺りの
横幅空間を広く確保できる。このためユーザは撮影台２２の前後へ容易に移動できる。
【００９２】
　また、撮影台２２の高部２２ｂは、カメラ２５から見て上方から下方へ向けて末広がり
となる台形状に形成されているため、ユーザが高部２２ｂの背景カーテン８側でしゃがん
だときに、図１２の撮影画像のイメージ図に示すように、足Ｌ１や腰Ｌ２が高部２２ｂの
側方からはみ出ることを防止できる。これにより、ユーザの体の一部が意図せず写ってク
ロマキー合成後に残ってしまうことを防止でき、合成編集画像に対するユーザの満足度を
向上させることができる。
【００９３】
　また、天井照明装置２３ｈにより上から斜め下方へ向けて背景カーテン８側を照明でき
るため、ユーザが立っていても、そのユーザの後方に存在する背景カーテン８を照明する
ことができる。これにより、図８に矢印で示したように、背景カーテン８の主に上方部分
を天井照明装置２３ｈで照明し、主に下方部分を背景照明装置２３ｉで照明することがで
き、背景カーテン８全体に渡って影が生じることを防止できる。
【００９４】
　なお、図１３の他の実施例の撮影台の側面図に示すように、撮影台２２の低部２２ａ，
２２ｃに設ける背景照明装置２３ｉは、反射光を利用しない構成とすることもできる。こ
の場合、照明方向をカメラ２５側から背景カーテン８側へ向けたストロボ照明装置２３１
ｉを空洞部２２ｅのカメラ２５側に設置すればよい。そして、上述した反射板２３２を備
えない構成とすればよい。　
　この場合でも、他の照明装置２３ａ～２３ｈよりも背景カーテン８に近い撮影台２２か
ら背景カーテン８を照明することができる。
【００９５】
　また、撮影台２２の低部２２ａ，２２ｃ内には、瞬間照明装置であるストロボ照明装置
２３１ｉに加えて、蛍光灯などの連続照明装置を備えても良い。この場合、撮影前のライ
ブビュー表示での照明状況を実際の撮影時の照明状況に近づけることができる。
【００９６】
　また、上述した写真シール作成機１は、少人数から多人数まで対応できる撮影空間５を
有しているため、ステップＳ２の撮影処理の際にユーザに撮影人数をタッチパネルモニタ
２７で選択させ、この撮影人数に応じて各照明装置２３ａ～２３ｉの明るさを変更させて
もよい。この場合、撮影人数と各照明装置２３ａ～２３ｉ内のストロボ照明装置の明るさ
設定とを対応づけた設定データを記憶部１１に記憶しておくとよい。
【００９７】
　設定データは、例えば撮影人数が５人であれば全ての照明装置２３ａ～２３ｉのストロ
ボ照明装置を強い光で発光させ、撮影人数が２人であれば照明装置２３ａ～２３ｉの全て
または一部を弱い光で発光させるデータとすることができる。
【００９８】
　このように構成することで、撮影人数に応じた照明光を得ることができ、撮影人数に関
わらず良好な照明を得て良好なクロマキー合成による編集画像を得ることができる。すな
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ことができる。また、人数が少ない場合に照明光が強くなりすぎることを防止することが
できる。このように、人数に応じた適切な照明を行える。
【００９９】
　この発明の構成と、上述の実施形態との対応において、
この発明の写真撮影編集装置は、実施形態の写真シール作成機１に対応し、
以下同様に、
背景部材は、背景カーテン８に対応し、
一方は、背景カーテン８側に対応し、
利用者照明手段は、照明装置２３ａ～２３ｈに対応し、
背景照明手段は、背景照明装置２３ｉに対応し、
撮影手段は、カメラ２５に対応し、
他方は、カメラ２５側に対応し、
編集手段は、タブレット内蔵モニタ３１に対応し、
出力手段は、プリンタ３８に対応し、
発光体は、ストロボ照明装置２３１ｉに対応するが、
この発明は、上述の実施形態の構成のみに限定されるものではなく、多くの実施の形態を
得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】前方から見た写真シール作成機の斜視図。
【図２】後方から見た写真シール作成機の斜視図。
【図３】撮影筐体の正面図。
【図４】カメラ側から見た撮影台および背景カーテンの正面図。
【図５】撮影台の説明図。
【図６】背景照明装置の説明図。
【図７】天井照明装置の斜視図。
【図８】全体筐体の縦断側面図。
【図９】写真シール作成機のブロック図。
【図１０】写真シール作成機のゲーム処理のフローチャート。
【図１１】編集画像の仕上がりの説明図。
【図１２】撮影画像のイメージ図。
【図１３】他の実施例の撮影台の側面図。
【符号の説明】
【０１０１】
　１…写真シール作成機、５…撮影空間、８…背景カーテン、２２…撮影台、２２ａ，２
２ｃ…低部、２２ｂ…高部、２２ｅ…空洞部、２３ａ～２３ｈ…照明装置、２３ｉ…背景
照明装置、２５…カメラ、３１…タブレット内蔵モニタ、３８…プリンタ、２３１…スト
ロボ照明装置、２３２…反射板
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